
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３
月
29
日
、
奈
良
市
在
住
の

18
歳
の
高
校
生
（
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム

Ｒ
Ｙ
Ｕ
）
が
自
分
の
個
人
情
報
を

承
諾
な
し
に
奈
良
市
が
自
衛
隊

奈
良
地
方
協
力
本
部
に
提
供
し

た
の
は
違
法
・違
憲
だ
と
し
て
、市

と
国
を
相
手
取
り
、国
家
賠
償
を

求
め
る
訴
訟
を
奈
良
地
裁
に
起
こ

し
ま
し
た
。 

当
事
者
で
あ
る
若
者
本
人
が

原
告
と
な
っ
て
た
た
か
う
全
国
で

初
め
て
の
裁
判
で
す
。 

同
日
午
後
一
時
に
奈
良
地
裁

に
提
訴
。原
告
弁
護
団
と
支
援
者

ら
は
「
18
歳
・高
校
生
が
国
・市

を
訴
え
る
／
自
衛
隊
へ
の
名
簿

提
供
は
憲
法
違
反
」
の
横
断
幕

を
掲
げ
て
奈
良
地
裁
へ
と
提
訴

行
進
を
行
っ
た
様
子
は
テ
レ
ビ

で
も
報
道
さ
れ
、観
光
客
や
市

民
に
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。 

提
訴
直
後
の
記
者
会
見
と
提

訴
報
告
集
会
の
会
場
と
な
っ
た

奈
良
県
教
育
会
館
の
大
会
議
室

は
、原
告
弁
護
団
、県
内
各
地
や

滋
賀
、大
阪
か
ら
の
支
援
者
、報

道
各
社
の
記
者
で
満
杯
と
な

り
、熱
気
に
包
ま
れ
ま
し
た
。 

支
援
す
る
会
や
弁
護
団
の
代

表
挨
拶
に
続
い
て
弁
護
団
事
務

局
長
の
諸
富
健
弁
護
士
か
ら
本

件
訴
訟
の
概
要
が
解
説
さ
れ
ま

し
た
。さ
ら
に
記
者
や
参
加
者
か

ら
の
質
問
へ
の
弁
護
団
の
回
答
や

意
見
交
換
を
通
し
て
こ
の
裁
判
の

意
義
を
深
く
学
び
合
い
ま
し
た
。

ま
た
、提
訴
に
あ
た
っ
て
の
原
告
Ｒ

Ｙ
Ｕ
と
家
族
の
コ
メ
ン
ト
（
代
読
）

は
、集
会
参
加
者
の
感
動
を
呼
び

ま
し
た
。 

兵
庫
の
住
民
訴
訟
の
報
告
や
東

京
集
会
開
催
な
ど
、運
動
を
全
国
に

広
げ
る
こ
と
を
確
認
す
る
な
ど
裁
判

勝
利
へ
決
意
を
新
た
に
し
ま
し
た
。 

自
衛
隊
名
簿
提
供
違
憲
訴
訟（
Ｒ
Ｙ
Ｕ
裁
判
）
提
訴
報
告
集
会 

 

全
国
が
注
目
、
裁
判
勝
利
へ
決
意
新
た
に 

 
提訴にあたって 

 
原告（ＲＹＵ）のコメント 

 
自衛隊からの勧誘はがきが届

いたときは、自衛隊に行く気も

ありませんでしたし、特に何も

思いませんでした。しかし、そ

の後よく考えてみると、自分の

個人情報が自衛隊に本人の承諾

もなしに渡っていることがすご

くおかしいと思いました。 

 自衛隊の印象は、災害救援で

活躍しているということぐらい

で、それ以上のことは知りませ

んでした。自分は戦争はない方

がよいと思っています。争いご

とは話し合いで解決すべきと思

っているので、武器を持ってた

たかう自衛隊に参加するつもり

はありません。自衛隊から勧誘

のはがきが届いたことは、やっ

ぱり怖いなと思っています。 

全国で自分と同じような年齢

の、若者の個人情報が自衛隊に

提供されているのはおかしいと

感じています。自分が原告にな

ることで、若者の個人情報提供

を止めるようにするために少し

でもお役に立てるのなら、とい

う気持ちで原告になることを決

意しました。 

 

 

横断幕を掲げて奈良地裁へ提訴に向かう
「ＲＹＵ裁判」の原告弁護団と支援者ら 

 

 

 

秋田、東京、神奈川、大阪、兵庫など
全国各地から 24 人がオンライン参加。
また全国各地の精鋭弁護士 13 人による
原告弁護団から 6人がこの日のために奈
良に駆けつけました。裁判支援カンパ
が会場で 3 万 8000 円寄せられました。 
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１ 

訴
え
の
内
容 

 

本
件
訴
え
の
内
容
は
、①
原
告
の

個
人
情
報
を
提
供
で
き
る
明
確
な

法
令
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、本
件
覚
書
を
締
結
し
、自
衛
隊

地
本
に
対
し
て
個
人
４
情
報
を
紙

媒
体
で
提
供
し
た
奈
良
市
の
違
法

行
為
（
奈
良
市
個
人
情
報
保
護
条

例
違
反
：個
人
情
報
保
護
法
改
正

に
よ
り
２
０
２
３
年
３
月
３１
日
失

効
）
と
、②
そ
の
違
法
行
為
に
よ
り

個
人
情
報
を
取
得
・保
有
・利
用
し

た
自
衛
隊
奈
良
地
本
の
違
法
行
為

（
個
人
情
報
保
護
法
違
反
）
に
よ

り
、
③
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
・自
己
情

報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
侵
害
さ
れ
、④

精
神
的
損
害
を
被
っ
た
の
で
、奈
良

市
お
よ
び
国
に
対
し
て
、連
帯
し
て

損
害
賠
償
を
請
求
す
る
も
の
で
す
。 

 ２ 

奈
良
市
の
情
報
提
供
行
為 

 

奈
良
市
は
、住
民
基
本
台
帳
法
の

規
定
を
無
視
し
、原
告
ら
本
人
に
無

断
で
、目
的
外
に
個
人
情
報
を
自
衛

隊
奈
良
地
本
に
提
供
し
て
お
り
違

法
で
す
。と
り
わ
け
、本
件
の
提
供

先
は
、憲
法
９
条
に
違
反
し
て
戦
闘

を
任
と
す
る
自
衛
隊
で
あ
る
点
で

違
法
性
が
重
大
で
す
。 

高
校
卒
業
予
定
者
に
対
す
る
求

人
活
動
に
つ
い
て
は
、教
育
的
配
慮

か
ら
募
集
活
動
に
つ
い
て
規
制
が
な

さ
れ
て
い
ま
す
が
、本
件
で
は
、本

人
も
保
護
者
も
知
ら
な
い
間
に
、本

人
の
情
報
が
自
衛
隊
に
提
供
さ
れ
、

勧
誘
に
利
用
さ
れ
て
い
る
点
で
も

大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。 

 ３ 
自
衛
隊
奈
良
地
本
の
情
報 

取
得
・
保
有
・
利
用
行
為 

 

行
政
機
関
の
長
等
は
、法
令
等

に
基
づ
く
場
合
を
除
き
、利
用
目

的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個

人
情
報
を
利
用
、
提
供
し
て
は
な

ら
な
い
と
こ
ろ
、自
衛
隊
奈
良
地
本

は
、
奈
良
市
に
よ
る
違
法
な
提
供

行
為
に
よ
っ
て
個
人
情
報
を
取
得

し
て
お
り
、そ
の
保
有
、利
用
す
る

こ
と
も
違
法
で
す
。 

 ４ 

原
告
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害 

 

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
は
、現
在
に
お

い
て
「
個
人
の
尊
厳
」
の
根
幹
を
な

す
極
め
て
重
要
な
権
利
で
あ
り
、

憲
法
１３
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る

基
本
的
人
権
で
す
。と
り
わ
け
、デ

 提訴にあたって 
 

原告ＲＹＵの家族（親）のコメント 
 

私たちの子ども時代に当たり前だったクラ
ス名簿や連絡網は、今の学校では作成されて
いません。それぐらい今は個人情報を厳格に
管理することが当たり前になっています。そ
れなのに、公の組織の奈良市が、本人・保護
者の承諾もなしに個人情報を自衛隊に提供し
ているなんて、ありえません。 
 もし民間の会社が、本人の承諾なしに個人
情報を外部に流出させ、求人のためにその情
報を使っていたら、社会的に大きな問題にな
ります。 
 私の子どもに、自衛隊からの勧誘はがきが
届いたとき、子どもは１７歳の未成年でし
た。保護者の承諾もなく、未成年の子どもに
このようなことを行った、奈良市と自衛隊に

怒りを覚えます。 
 そのうえ、自衛隊は災害救援で活動してい
ることばかり報道されています。災害救援も
大切な仕事の一つだと思いますが、自衛隊は
決して、ただの災害救援隊ではありません。
日本は今、現政権の下、軍事費が倍増し、世
界第３位といわれる軍事大国化に進んでいま
す。私の子どもは、自衛隊員は災害救援をす
る人だと思っていて、その実態を理解してい
ません。まるで、子どもをだまして自衛隊に
勧誘しようとしているように保護者として感
じます。 
 除外申請制度は、子どもに自衛隊からの勧
誘はがきが届いた後に知りました。そのよう
な制度を作るよりも、自衛隊に個人情報を提
供する前に本人や保護者に「自衛隊に個人情
報を提供することに同意します」と同意を取
るべきです。              

訴
状
の
要
旨 

 

 

  

 

ジ
タ
ル
化
が
急
速
に
進
む
現
在
社
会

に
お
い
て
は
、人
が
「
個
人
」
と
し
て

存
在
し
、「
個
人
」
と
し
て
自
己
決
定

し
、「
個
人
」
と
し
て
生
き
て
行
く
た

め
に
は
、
自
ら
の
個
人
情
報
を
、
誰

に
、ど
の
範
囲
で
開
示
す
る
か
に
つ
い

て
決
定
す
る
権
利
が
極
め
て
重
要
と

な
り
ま
す
。 

最
高
裁
も
、広
く
、住
所
、氏
名
、

生
年
月
日
な
ど
も
含
め
た
個
人
情

報
を
「
第
三
者
に
み
だ
り
に
公
開
さ

れ
な
い
自
由
」
と
し
て
認
め
て
い
ま

す
。 し

た
が
っ
て
、行
政
機
関
等
が
個

人
情
報
を
保
有
で
き
る
の
は
、「
法

令
の
定
め
る
所
掌
事
務
又
は
業
務

を
遂
行
す
る
た
め
必
要
な
場
合
」

で
、か
つ
「
利
用
目
的
を
で
き
る
限
り

特
定
」
す
る
場
合
に
限
定
さ
れ
ま
す

し
（
個
人
情
報
保
護
法
６１

条
１

項
）
、行
政
機
関
の
長
等
は
原
則
と

し
て
、利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た

め
に
個
人
情
報
を
利
用
、提
供
し
て

は
な
ら
な
い
と
さ
れ
ま
す
（
同
法
６９

条
１
項
）
。 

奈
良
市
及
び
国
の
行
為
は
、こ
れ

ら
の
要
件
を
充
た
さ
ず
、原
告
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
侵
害
し
ま
す
。 

 


